
 

 

平成３０年度高齢者等福祉施設リスクマネジメント研修実施要領 

１ 研修目的   高齢者福祉サービスには、安全かつ安心できる質の高い支援の提供や介護技術・

知識を持った指導力のある人材が広く求められています。 

平成３０年６月には、働き方改革法案が成立し、最も身近な労働環境が大きく変

わろうとしている中で、今後は将来を見通した労務管理が最重要課題になってきて

います。 

また、近年、認知症利用者の増加などにより、福祉施設における事故の傾向も変

化しつつあり、その対応や事故防止への対策も必須事項となっています。 

そこで、施設の労務リスク管理に関して、経営の根幹を支えている管理職の方に、

職場の業務に即して理解しておくべき最新の知識、職場での対応力を学んで頂き、

健全で安定した施設経営を行うことを目的として開催します。    

２ 主   催  山梨県社会福祉協議会 

３ 対象者  社会福祉施設等の理事長、施設長、事務長等の管理職の方(または、これに準ずる方)。  

４ 開 催 日  平成３０年１２月 ５日（水） 

５ 受  付  平成３０年１０月２２日（月）～１１月 ５日（月）（期間厳守） 

６ 受講料   会員５千円、非会員７千円 

７ 定  員  ５０名 

８ 実施場所  山梨県福祉プラザ ４階会議室 

                甲府市北新一丁目２－１２ （TEL ０５５－ ２５４－２９４２ ） 

９ 講  師  高岡綜合事務所 特定社会保険労務士 高岡 伸次 氏 

                特定社会保険労務士 笹本 裕也 氏 

１０ 日程・科目 

時  間 内         容 

  １３：００   受 付 

  １３：２５   開 講   オリエンテ－ション 

  １３：３０   講義  「高齢者等福祉施設の労務管理マネジメント」                  

      １ 福祉業界に求められる働き方改革 

       ～明るい未来のために～     

     ２ 事例で学ぶ労務トラブル解決法 

     ３ 法改正に学ぶ労務環境整備 

       ①改正労働基準法 

②改正労働契約法 

③マイナンバー制度      など 

     

１６：３０   研修アンケ－ト記入・提出 閉講 

１１ その他  

 （１）会場の関係で、先着順で ５０名になり次第締め切ります。 

   （２）駐車場は第２駐車場（交番西）を指定します。端から詰めて駐車するため、研修終了ま

で出入りはできなくなる場合があります。できるだけ公共交通機関の利用又は、乗り合わせ

でおいでください。 
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福祉プラザ駐車場をご利

用ください。 
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和田製麺 

アクセス・交通のご案内 

ＪＲ甲府駅北口より、徒歩２０分 

ＪＲ甲府駅北口より、山梨交通路線バス利用７分 

「（北１停留所）塚原行又は（北２停留所）上帯那・HANAZONOホス

ピタル行乗車」山梨県福祉プラザ停留所下車」 

 

山 梨 県 福 祉 プ ラ ザ 
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福 祉 プ ラ ザ 案 内 図 

 

   北新小校庭 



 

 

平成３０年度 高齢者等福祉施設リスクマネジメント研修申込書 

            申込期間： １０月 ２２日～ １１月 ５日（期間厳守） 

 

                 法  人   名   

                                  施 設 名 

                 郵 便 番  号 

                                  住 所 

 

                                  申込者（担当者） 

 

                                  連絡先の電話 

                 F A X 番 号 

 

  標記研修に次の者を受講させたいので申し込みます 

フリガナ 職 名 通  算 

経験年数 

年齢 交通手段 備考 

氏 名 

      

 

      

 

 

 ※ 当法人は、「社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会」の  

・会員  ・非会員  です。 

 (いずれかに○を付けてください。) 

 

 ・ 受講決定者には、決定通知を出しますので、それにより受講料を振り込んでください。 

  ・ 「交通手段」欄には、研修当日当所へ来るために、車（単独、相乗り）、バス、電車、徒歩等

の手段を記入してください。 

 ・ 申し込みには、この用紙をお使いください、また、送付票の添付は必要ありません。 

・ FAX ０５５－２５４－１８２１ 福祉人材研修課 五味まで   

 

 

 

     平成 ３０年  月  日 

 

 

 

 

                             山梨県社会福祉協議会長 殿 

 

 

 


